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[報告 5]  

地域を守る集落営農法人ネットワーク 
新田靖（JA三次副組合長） 

広島県内には、現在、211 の集落法人ができてい

る。県別では全国 No.1 の集落法人数だ。我々のＪ

Ａでは 29 の法人をつくっているが、地域別では県

下で二番目、といっても最も多いところが 30 で、

ほとんど変わりはない。 

ＪＡ三次の概要 

ＪＡ三次は標高 150～500m に位置し、広島の都市

圏から約 100km、高速道路を使って車で 1 時間、電

車でも 1 時間あまりという、非常に中山間地、山の

奥にある。三次盆地といわれ、特徴的なのは秋から

冬にかけては霧が発生し、昼の 12 時近くにならな

いと太陽が見えない。秋の稲刈り作業も、早い時間

からはなかなかできない場所だ。 

水田面積は 4,500ha で、現在の作付面積は

3,100ha ほど、65 歳以上の方が 40%以上を占めてお

り、耕作放棄地が約 150haあるという現状だ。 

水稲が中心で、そのほかにはブドウが約 45ha。

これはみよしピオーネといい、広島であっという間

に売れてしまうため、東京、大阪へは送ることがで

きないほど人気がある品種だ。ピオーネ 1 粒に換算

すると約 100 円という価格で販売している。それか

ら和牛の繁殖。15～16 年前からはアスパラの栽培

が約 40ha。これはおそらく関西で最大の産地とな

っている。また、非常に霧が多く昼と夜の温度差が

とても激しいという特性を活かして、菊の栽培も行

なっている。その他にもいろいろな品目がある農業

を核としたＪＡだ。 

ＪＡ三次の組合員数は約 2 万 2000 人。その特徴

的なところは、生活事業を含めて、購買事業が内部

にほとんどないという点だ。職員もすべて転籍し、

専門化して対応している。 

配送については、全農、隣のＪＡと組んだ配送セ

ンターを立ち上げ、すべてそこから農家へ直送して

いる。最近は、生産資材等に

ついて農協の在庫はゼロ。す

べて全農の在庫から配送して

いる。ガス、ＳＳ、自動車、

建設といったものは組合燃料

という子会社で取り組んでい

る。農機については赤字が出

やすく、移動もあって専門化がなかなか難しいとい

うことから、近隣 3ＪＡで合同の会社をつくってい

る。葬祭センターも、2ＪＡで共同だ。ワイナリー

は第三セクター。Ａコープ事業は、西日本のＡコー

プすべて移管している。 

つまり、今、ＪＡ三次で取り組んでいるのは、営

農経済事業と総務関係、それから信用共済、この大

きな三つの部門でやっている。 

農業の振興方針は「魅力ある農業の創造と豊かな

地域社会づくりへの挑戦」であり、生産、販売、担

い手、食農、環境、この 5 つのキーワードを中心に

活動を展開している。 

最も重要な点は、農業所得の向上を目指した産地

づくりをすること。1 億円産地をつくろうではない

かという働きかけをしてきたが、アスパラ以外には

なかなか実現できていない。今日の農村、農家の状

況を考えると、これから 1 億円産地をつくるのは大

変難しい。そこで今回の振興計画では、そういった

大きい産物はつくらない。3000 万～5000 万クラス

の品目をつくっていこうと 15 品目を提示し、その

中から農家に選択してもらう。ＪＡが強力な指導は

しない。農家が自ら選択し取り組んでもらうという、

農家の考え方を重視した振興方策を取り入れている。 

直売事業については、10 億円を目指して取り組

んでいる。 

担い手の現状とＪＡの支援体制 
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管内の集落法人の設立状況は、まず平成 4 年に利

益追求型・構成員主体の法人が 1 つできた。平成

16 年から法人化に力を入れ、現在では 29 法人に至

っており、そのうちの 16 法人に対してＪＡが出資

している。2,300 万円ほど出資しているが、それに

よって法人をあやつるのではなく、運転資金が厳し

いときにＪＡとしてできるだけ応援しようという姿

勢でいる。 

現在の水田カバー率は、29 の集落法人で延べ面

積 738ha、4ha 以上の大型農家 58 戸で 460ha、トー

タルでは管内の水田面積（約 4500ha）の 26.9%。作

付状況からいうと約 39%をカバーしている状況だ。

大型農家の一番多い人では、80ha を耕作している

人もいる。 

管内の法人を類型化すると、次の 4 タイプに分け

られる。 

① 個別営農グループ 

兼業農家、自給農家、高齢農家、団塊世代などへ

の支援を行ない、個別農家では重点振興作物、アン

テナショップ事業に取り組み、農業所得の向上を目

指す。 

②営農集団グループ 

現在は 90 の営農集団グループがあり、それらに

対して組織化をはかり、活動をしていただくための

支援を行なっている。 

③大型農家グループ 

これはＪＡがつくったわけではなく、農家がそれ

ぞれ自分たちが生きるためにそうした農家グループ

をつくったということで、これまではＪＡから離れ

ていく、ＪＡに協力しないという態度だった。 

④集落農場型農業生産法人グループ 

これは新たな動きで、要するに集落を再編し、新

たな集落営農をつくっていこうという試みだ。これ

には、集落型、支店単位の集落結合型、構成員主体

型、地域集落と大型稲作農家の結合法人がある。 

 

構成員主体型は、構成員が 6～7 人集まって営利

を追求する法人を立ち上げ、地域に利用権設定をし

て取り組んでいる。 

地域集落と大型稲作農家の結合というのは、大型

農家の経営を見ると、30ha、50ha とつくっていて

も、田んぼがあちこちに散在していて非常に効率が

悪い。そこで、その再編をするために集落全体が大

型農家と結合し、法人化する。集落は農用地利用改

善組合をつくり、すべてこの大型農家に委託すると

いうものだ。これが、現在三つほどたちあがってい

る。この取組は、大型農家をＪＡに取り戻す非常に

大きなチャンスとなっている。 

こういった法人などの支援は、営農指導員の片手

間ではなかなか難しい。そこで、平成 16 年に専門

部署をたちあげ、今も専門の指導員が対応している。

育成、支援、連携を総合的に取り組み、将来的に管

内で 50 法人を目標としている。そうれば管内の水

田面積の約半分をカバーできる予定だ。 

また、同時に法人協議会を設立し、集落法人の事

務局として活動をコーディネイトしている。基本的

な生産、販売計画を協議するとともに、資材供給等

についてはすべて稲作暦のとおりに発注することに

なっており、現在では法人グループがＪＡにとって

非常に強い味方になっている。 

一般に、ＪＡが法人をつくると資材供給や米の販

売などが逃げてしまう、法人はつくるものではない

などと言うが、我々はそうではなく、すべて農協の

ほうへ引っ張る。もともとそれが目的ではなかった

が、やはりＪＡとしてどのようにして農地を守って

いくかという観点から、ＪＡの持っている機能をフ

ル活用する。融資、指導、資材供給、あるいは経理。

農協はすべての機能を持っているのだから、この機

能を十分に活かしながら新たな集落づくりをしよう

と考えてきた。そういう姿勢で、たとえば資材の供

給のサイトを出来秋に伸ばしたり、施設利用の軽減

措置、資材の貸出など、ＪＡにできる限りの対応を

している。 

ＪＡが集落法人をすすめる理由 
－地域と農業を守るのがＪＡの使命 

ＪＡが集落法人をすすめる背景の一つとして、農

政の変化による稲作経営の赤字があげられる。特に

広島県は米の生産費が少し高く、10a あたりの生産

費と販売高を試算すると、3 万 9,000 円の赤字とな
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る。我々は、米を 60kg ではなく 30kg 袋で換算して

いるが、30kg1袋では約 2,500円の赤字だ。 

個別で農地を守ることが困難になりつつあるなか、

高コスト個別経営は限界にきており、集落全体が共

同して農地を守ることが重要となった。ＪＡはそれ

に対し、集落が崩壊すると農協も崩壊するという危

機感で取り組んでいる。農業を守る、あるいは地域

を守るということは、ＪＡ本来の使命、役割である

という認識のうえで、さまざまな支援を行なってい

る。 

これまでは、大型農家、専業農家、法人を中心に

ＪＡ離れが進み、県や市の行政が独自に育成をして

いた時期があった。こうなると、農協があとから対

策を打ったところでなかなか効果がなく、関与もで

きない事態となる。そこで、とにかく設立からかか

わってさまざまな支援を行ない、意見を聞きながら、

その地域に合った法人をつくろうと努力している。 

農協が米の価格を示すと、業者が入って必ずそれ

よりも高く買って逃げてしまう。しかし今、法人の

方々は、「200 円や 300 円安くても、やはり我々は

農協にくっついていたほうがいい」と言ってくれる。

年に 2 度のゴルフコンペで交流をはかりながら、非

常に和気あいあいと活動を行なっている。 

ＪＡ三次では、法人に結集してもらって集落法人

グループを形成し、経営ビジョン、人材育成、法人

間連携（ネットワーク）、それから経営高度化対応

などの支援を行なって、法人のＪＡ離れを防いでい

る。 

経営高度化対応としては、和牛の水田放牧が効果

をあげている。現在、県内では和牛が減少傾向にあ

るが、ＪＡ三次では増加している。それぞれの法人

が、30 頭くらいの牛を自分たちで導入したり、あ

るいは畜産農家の牛の期間放牧などに取り組んでい

るが、手間もかからず、これからの収入の柱にもな

ろうかという感じになっている。 

集落法人の連携強化 広域法人間ネットワークの設立 

集落法人化による地域農業の維持発展を目的に、

広域法人間ネットワークを設立した。集落法人では、

経営体として採算性をどのように確保するか、ある

いは経営安定をどのように図るかが重要課題となっ

ている。そのための手法として、機械の共同利用や

連携による販売強化を狙ったのがこのネットワーク

だ。 

特に、過剰な機械投資をどのように抑えていくか。

現在、法人の経営面積は平均で 25ha。大きいとこ

ろで 50ha、60ha というところもあるが、機械が 3

～4 年でダメになってしまい、その更新のためにか

なりの投資を必要とする。これを、我々のところで

は 3 階建ての体制を組んで対応している。1 階部分

は農用地の利用改善団体組合、2 階が法人、そして

3 階が集落法人の機械利用組合という位置付けだ。

近い将来、20～25ha 程度の利用集積ではなかなか

経営的に厳しいということで、特にこれからは各法

人で機械を導入することはせず、大きな機械は機械

利用組合で導入し、使用料、委託料を払ってやって

もらう体制にしたいと考えている。 

現在活動している広域法人間ネットワークとして

は、まず平成 19 年に大豆のネットワークを設立し

た。大豆をつくるには、播種機、コンバイン、防除

機、乾燥調製などさまざまな機械が必要であり、こ

れらをすべて法人独自で維持するには大変な投資が

必要となる。これらの装備を持たない法人でも大豆

栽培を可能にするために、機械を共同利用していた

だき、できた大豆は地元の豆腐屋に買い上げてもら

う。そして、その豆腐は直売所に出してもらう。生

産と販売をリンクさせる仕組みである。 

大豆ネットワークの体制としては、1 法人と 1 農

業公社が大豆栽培を担当し、播種作業 4,500 円、防

除作業 2,500 円、収穫作業 9,000 円というふうに作

業料金を設定して実施している。大豆加工には、豆

腐店が 1、地元加工グループが 1、さらに 3 つの集

落法人が取組んでおり、そこで生産された豆腐はＡ

コープや直売所で販売している。 

平成 20 年には農産加工のネットワークを立ち上

げた。法人を運営していくうえでは、構成員に経営

参画してもらうことが必要ではないかと考えている。

「あれは法人に任せておけば大丈夫」ということで

はなく、地域の皆さんに構成員としてどのように参

画してもらうか。特に、女性部の皆さんにもイキイ

キとした活動をしてもらう、あるいは高齢者の生き

がいの創出ということで、加工品に取り組むことと

した。まだ十分とはいえないが、6 次産業化が見え

てきたところだ。これらを今後いかに販売していく

か。ふるさと宅急便、あるいは直売所、いろいろな
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ところで販売を展開していくためのネットワークで

ある。 

このなかでは今はやりの農工商連携にも取り組ん

でおり、商工会、市、県、ＪＡが一緒に加工品の開

発を行なっている。毎年、秋の収穫祭で開発した産

品のお披露目があるので、楽しみにしているところ

だ。 

平成 21 年には、農機の共同利用ネットワークを

設立。マニアスプレッダ 2 台、それにＪＡが 1 台導

入して、計 3 台。これでそれぞれの法人の圃場に堆

肥を散布している。現在、21 の集落法人が構成員

となっており、利用料金は 10ａあたり 600 円と設

定している。 

たとえば生産調整にしても、法人協のグループが

中心となって行なうため、非常にスムーズだ。今、

我々がどのように生産調整を行なっているかという

と、まず 10 月ごろに農家に意向調査を行なう。そ

れをすべて集計し、県から配分になった面積と見合

わせる。そこの誤差を意向調査に基づき個別農家へ

配分する。そして、最終的に面積の不具合が出た場

合には法人で調整いただいている。集落の話し合い

をすることもなく、ともかく米をつくりたい人は手

をあげればいいわけで、もし面積の調整がつかなか

った場合には、作付希望面積の高い人から、一定の

係数でカットして配分面積としている。この方式を

取り入れて 3 年になるが、非常にうまくいっている。 

集落法人の今後の展開 

先ほどお話した 3 階建の体制を確立していくとと

もに、「食べられる農業」を目指したい。集落が抱

える問題はだいたいどこも同じような状況だと思う

が、特に農業従事者の高齢化、後継者不足は大きな

課題となっている。後継者が育たないのは農業では

なかなか儲からないためであり、儲かる農業を確立

できたところには必ず後継者がいる。今はアンテナ

事業あたりで 1,000 万クラスの農家もどんどん出て

きている。 

特にこれからは法人も稲作だけでは非常に経営が

厳しいため、和牛やアスパラといった米以外の収入

をどうやって取り入れるかを考えていきたい。我々

のところは非常に冬が寒く雪も多いところだが、現

在は法人を中心にハウスもどんどん増えており、菊

など、さまざまな作物に取り組みつつある。もちろ

ん、利益を追求する一方で、低コスト化にも取り組

まなければならない。 

このようにして、集落営農、広域組織化、6 次産

業、小さな自治を通して、いろいろな暮らしの活動、

あるいは多様な組合員の参加の場づくりをすすめて

いる。 

 

最後に、ＪＡの指導力・販売力強化による産地づ

くりをまとめてみると、まず一つは、生産基盤の確

立として集落ビジョンの作成。 

二つめに、栽培担当者、あるいは経理の担当者、

加工担当者といった人材育成。現在はそれぞれの法

人の経理担当者の育成、指導をしているが、どうし

てもそういう人材を確保できない法人に対しては、

税理士を紹介しながら、年間 5 万円でＪＡが代行し

ている。 

三つめは販売チャネルの拡大。アンテナショップ、

インショップ、あるいは直売、市場、こういったと

ころで販売を拡大する。 

こういった取組を通して、担い手とＪＡの確かな

絆づくりとゆるぎない信頼づくりを行なっていきた

いと考えている。 

三次農協 新田副組合長への質疑と応答 

法人の専従従事者以外の構成員の参加意識 

（松岡）法人の専従従事者以外の構成員の参加意識

はどうか。 

（新田）耕作面積が大きくなると、畦畔の草刈りな

どは法人だけで対応することは不可能であり、それ

はすべて地権者がやることにしている。そして、法

人から一定の料金を支払う。そのようにして、構成

員はすべて作業に参加している。 

 当然、秋や春のオペレーターとして専属者はいる

が、年間通じてさまざまな作業があるため、やはり

脇役は必要だ。今、地域の構成員が率先して応援す

るという体制をつくっているところだ。 

（松岡）畦畔管理では反あたり年間どのくらいの対

価を支払っているか。 
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（新田）法人によって違い、一律ではない。それぞ

れ話し合いで対応している。 

ＪＡ三次の法人組織や大型農家について 

（松岡）ＪＡ三次の各法人組織の全体的な経営状況

を教えていただきたい。 

（新田）29法人で 1度も赤字が出たことはない。 

（松岡）法人に対するＪＡの出資率は一律か。 

（新田）一律ではない。法人から要請書を出してい

ただき、それに基づいて出資を行なっている。出資

基準は、構成員の出資額の 3 分の 1 以内が原則で、

極度額は 500万円となっている。 

（松岡）資材の値引きや利用料の考慮など、法人に

対して事業上のメリットを工夫していることはある

か。 

（新田）大型農家、法人も含めて、施設の利用料を

通常より 2%軽減している。米の出荷に関しては、

30kg あたり 30 円の出荷助成をしている。資材等に

ついては、従来 7 月決済だったものを、現在は 11

月決済にしている。また肥料・農薬は、供給金額に

応じてそれぞれ対策をとっている。 

（松岡）大型農家のネットワークづくりは検討して

いるか。 

（新田）すでに 3～4 名の大型農家が法人グループ

へ加入しているし、大型農家グループの協議会もつ

くっている。 

 今、後継者がいない大型農家は、集積した農地を

再び返すような状況になってきている。ところが、

個人に返したところで、農機もないし、歳もとって

いる。そこで、それはその地域の法人へ組み入れる

ようにしている。 

 現在、管内すべての農家が法人に加入しているわ

けではない。しかし、3 年、5 年と経つと、「もう

一人ではしんどい」という農家が出てくる。そうい

う場合、おおかたの法人では、応分の費用を負担し

てもらって加入させることになっている。 

農地集積について 

（松岡）農地集積についてはどちらのＪＡも改善団

体を中心に調整しているが、その際の問題等あれば、

解決方法と合わせて教えていただきたい。 

（新田）法人を立ち上げる過程で、早いところで 1

年、場合によっては 2 年をかけて、いろいろな問題

を話し合いながらすすめており、今のところ特に大

きな問題はない。 
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